
産業廃棄物に分類される主なもの
産業廃棄物処理業者に
ご相談ください。}・昔使われていた商売道具

・事業所跡の建物から出る廃棄物
・専業農家等から出る苗箱や寒冷紗等
・事業者の取替工事によって出るもの → 工事業者に引取を依頼してください。
例）事業者によって取り替えられたシステムキッチン、食洗器、畳など

指定ごみ袋に入らない大きなものが粗大ごみとなります。
10kgにつき10010kgにつき100円円 の処理手数料がかかります。

ソファ類

段ボール 新聞紙雑誌

スプリングマットレス 布団畳

電子ピアノ
オルガン
エレクトーン

照明器具
電子レンジストーブ扇風機 マッサージ

チェア
（電球や蛍光灯は必ず
抜いてください。）

粗大ごみ

粗大ごみの分別

古紙は、指定ごみ袋に入れずに持ち込まれた場合、
粗大ごみとなります。

事業所に運搬を依頼される場合、
町から許可を受けた事業所でない
と運搬する事ができないので、
事前に町へお問い合わせください。

※ご注意！

片付け等において産業廃棄物
に該当するものの搬入も見ら
れます。
下記の点に注意して適正な処
理をお願いします。

※ご注意！ これらのものは濡らさないようにして、
持ち込んでください。

粗大ごみは分解せず原型のまま
お持ちください。

指定家電を除く大型家電

大型プラスチック類 大型金属類

（ストーブ等の燃料、電池は必ず抜いてください。）

木製品 （家具についているガラスや鏡はなるべく外してください。）

（長いものや面積の広いものは1.5ｍ程度に切ってください。）

木材等の建築廃材は取扱できません。


